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・RaMS(冷媒管理システム）へのアクセス。
・システムを利用するには最初に事業所（＝利用者）登録が必要。
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システムへのアクセス

JRECOのホームページから、RaMS(冷媒管理システム）にアクセス。
事業所登録をして、システムの利用を始めます。

システムログイン画面

JRECOホームページ
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ログイン画面の
『事業所登録』
をクリックします。

事業所登録 5



プルダウンメニューから
充塡回収業者を選択します。

A.預け金払い、B.請求書払い、
C.統括部署払いから
精算方法を選択します。

はいつでも変更出来ます。

ログインIDとパスワードは利用者
で決めてください。
IDとPWはいつでも変更出来ます。

ユーザ名はログイン時メニュー
画面の上部に表示されます。

報告書作成時の事業所名等に
これらのデータが転記されます。

『注意事項』をクリックして内容
を確認します。

事業所登録 6



充塡回収業者として登録している充塡回収業者として登録している
都道府県名を選択し情報を入力し
ます。

なお、他の都道府県でも業者登録
をしている場合は、事業所登録を
一度完了した後にメインメニュー
の『ログイン者登録情報一覧』か
ら他都道府県についての追加登録
をします。
P.78を参照ください。

すべての情報を入力したら登録画面下部の『確認画面へ』をクリックします。
「精算方法決定時に確認すべき事項」のサブ画面が表示されます。
内容を確認して同画面下部の『注意事項を承諾して精算方法を決定する』を
クリックします。

事業所登録 7



確認画面下部の『新規登録』をクリックします。
「冷媒管理システム利用規約」のサブ画面が表示されます。
内容を確認して同画面下部の『同意する』をクリックして事業所登録が完了します。
またクリックと同時にログイン状態のメインメニューが表示されます。

事業所登録 8



ログイン者登録情報の閲覧・変更や
統括関係リンク作成などの操作

機器廃棄時の行程管理票の作成と一覧、
事前確認結果説明書一覧、引取証明書の
写し一覧・交付先作成

充塡回収業者の
メインメニュー画面

ログブックは利用しないが情報処理センターへ登録
依頼の管理者向けに充塡量・回収量を登録

システムを利用しない管理者向けに充塡証明書、回
収証明書を書面で作成

都道府県知事への報告書の作成・閲覧

ログブックの新規作成、ログブックへ
の点検データ（充塡量・回収量等）の
登録、ログブックへの簡易点検の登録
や点検履歴の閲覧

事業所登録/メインメニュー 9



メインメューの『ログイン者登録
情報』をクリックすると編集画面
が表示され事業者コード（Rに9桁
の数字）が確認できます。
事業所登録の入力時点では、事業
者コードは表示されません。
事業所登録が完了すると事業所に
固有の事業者コードがシステムか
ら付与されます。

事業所登録/事業者コード 10



Ａ．預け金(ポイント)による精算方法
Ｂ．事業所宛て請求書による精算方法
Ｃ．紐付けされた統括部署宛て請求書

による精算方法
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『注意事項』をクリックして
サブ画面の「精算方法決定時
に確認すべき事項」をよく読
んで確認願います。

事業所情報 新規登録画面で
Ａ．預け金(ポイント)による精算方法
Ｂ．事業所宛て請求書による精算方法
Ｃ．紐付けされた統括部署宛て請求書

による精算方法
から利用料金精算方法を選択します。

利用料金精算方法 12



システムには午前１０時と
午後４時に入金情報にもと
づきポイントが入ります。
午前９時に入金しておけば、
当日の伝票作成が可能です。

A.預け金による精算方法
予め指定口座に預けた金額（ポイント:1ポイント＝1円）から利用のつど料金
を引き落とす精算方法です。
メインメニュー上部の『指定口座』をクリックすると預け金の振込先口座情報
が表示されますので、この指定口座に預け金を入金します。
この口座はログインしている事業所専用の口座です。
自動引き落とし、他社への振込、振替などには利用出来ません。

現在利用可能な
ポイント（残高）が
表示されています。

預かり金の返却も
できます。

利用料金精算方法（A. 預け金払い） 13



メインメニューの『請求書ま
たは未入金(不足金)通知』を
クリックすると、請求書やそ
の明細等が閲覧できます。

B.事業所宛て請求書による精算方法
事業所宛の請求書に基づき、利用料金を指定口座に振込む精算方法です。
利用月末日付けで請求書(pdf)が発行され、翌月1日に通知メールに添付され
届きます。

利用料金精算方法（B. 請求書払い） 14

添付ファイルとして請求書が付いています。
注）明細書はメールへの添付はしません。



C. 紐付けされた統括部署（本社等）宛て請求書による精算方法
・事業所がCを選択しても、一括支払元となる統括部署が支払い対象リンクを作成しなければ、同事業所

は有償サービスを利用できません。
・リンクを作成できるのは、統括関係リンクで結ばれた一括支払元となるC選択の統括部署に限ります。
・Cで運用中に支払元統括部署がリンクを切断すると、新たなリンクが再作成されるまで同事業所の有償

サービスは利用できません。または精算方法をBに変更します。Aには変更できません。
・リンクを切断した際、同月中に既に利用された費用は翌月初めに作成されているリンク先に、リンク

が未作成の場合は事業所宛に請求されます。

C選択またはA,Ｂ→Ｃの変更時
新規事業所を支払い対象に加える
には、同事業所の事業者コードを
入力し、確認画面で『更新』をク
リックすればリンクが作成されま
す。（事業所の承諾は不要）

Ｃ→Ｂの変更時
支払い対象から削除するには、
変更前にここにチェックを入れ、
確認画面で『更新』をクリック
すればリンクが切断されます。
（事業所の承諾は不要）

利用料金精算方法（C. 統括部署請求書払い） 15



整 備整 備

・管理者が利用しているログブック（点検・整備記録簿 ）に点検・整備時の
データを記録し、履歴として保存します。

・ログブックに登録された充塡量・回収量のデータは同時に情報処理センター
へ登録され、管理者の算定漏えい量報告の基礎資料になります。

・情報処理センターにデータを登録すると書面による充塡･回収証明書の交付は
不要です。
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①管理者が充塡回収業者に点検・整備（充塡・回収）を委託する。
②充塡回収業者がログブックに点検・整備のデータを入力する。
③システムから管理者に入力データの登録承諾依頼メールが

自動送信される。
④管理者は充塡回収業者の入力したデータを確認し、承諾を行う。
⑤点検・整備のデータがログブックに登録され、充塡・回収の

データは情報処理センターにも同時に登録される。
⑥システムから充塡回収業者に管理者が承諾した旨の確認

メールが自動送信される。

整備の依頼からログブックへの
データ登録完了までの流れ

管理者

充塡回収業者

点検・整備データの登録（整備の依頼から登録完了まで） 17



管理者

管理者から機器の整備を委託されます。
当該機器の機器管理番号12桁と管理者の事業者コード（H… ）
を確認します。

整備の委託（メール又は電話）

管理者のログブック一覧

充塡回収業者

点検・整備データの登録（整備の委託） 18



整備の委託を受けた充塡回収業者は、充塡回収業者としてシステムにログインして
メインメニューから『ログブック新規作成・追加登録』をクリックします。
表示された入力方法選択画面で『管理番号入力』を選択クリックします。
管理者から伝えられた12桁の機器管理番号を入力して該当する機器のログブックを
開き点検・整備データを登録します。

点検・整備データの登録（管理番号入力から） 19



また、過去に扱ったことのある
機器の場合は、管理者から指示
された機器管理番号をログブッ
ク一覧から選択して該当する機
器の点検･整備記録簿を開くこ
とが出来ます。

充塡回収業者のログブック一覧から該当する機器の伝票を選択して開きます。

充塡回収業者

点検・整備データの登録（ログブック一覧から） 20



入力した機器管理番号のログブックが
表示されます。

充塡回収業者
は２表に入力
します。

ログブックの2表に点検・整備データ
を入力します。
回収量、充塡量は情報処理センター
にも自動的に登録されます。。

入力が完了したら『確認画面へ』を
クリックして入力内容を確認、問題
がなければ『承諾依頼』をクリック
して管理者に承諾依頼します。。

【注】
管理者がログブックの1
表を新規作成した場合、
2表の点検・整備区分が
初回は「設置時追加充
塡量」となりますので、
まず設置時追加充塡量
（0を含め）を登録する
必要があります。

点検・整備データの登録（充塡回収業者によるデータ入力） 21



データ入力 承諾依頼メール

管理者

充塡回収業者が『承諾依頼』をクリックして、管理者の承諾を求めるときに充塡回収業者
のポイントが消費されます。
同時にシステムから管理者宛に承諾依頼のメールが自動発信されます。
管理者は、メールのURLからシステムにログインしてログブックを閲覧、登録内容を確認
して承諾欄に記名、承認します。
管理者がデータの承諾をしないとログブックには登録されたことにはなりません。

管理者への承諾依頼とデータの承諾

点検・整備データの登録（管理者への承諾依頼） 22



管理者は、登録内容を確認して
２表の管理者承諾欄に記名し、
確認画面から『登録』をクリッ
クします。
承諾通知が充塡回収業者へ自動
的に送られます。

ログブック及び情報
処理センターへの
データ登録完了

＊情報処理センターにデータを
登録すると書面による充塡･
回収証明書の交付は不要です。

管理者による登録内容の確認と承諾

管理者

点検・整備データの登録（管理者の承諾） 23



充塡回収業者への登録承諾通知
ログブックへの登録完了メール

登録承諾

管理者

通知メール

登録完了メール

点検・整備データの登録（承諾完了通知） 24



点検・整備データの登録 よくある質問（FAQ）① 25

A:ひとつの製品として、同じ種類の冷媒が同じ（ひとつの）冷媒系統でつながって使用している場合
は、室外機が 2 台であっても、機器の登録は 1 台としてお考えいただいて結構です。その場合、 電動
機の定格出力や冷媒量は 2 台分の合算となります。
また、2 種類の冷媒を使った二元系冷凍機の場合などは、 ひとつの製品であっても、使用機器登録で
は、1 台につき冷媒種類は 1 種類しか登録できませんので、2 台として別々にご登録いただくことに
なります。

Q1. 室外機は 2 台あり、冷媒系統は同じ（つながっている）場合、機器は 1 台で登録するのか、2 台
で登録するのか。

Q2. 「系統名」には何を入力すれば良いか。

A:「系統名」欄には、個々の機器の所在（設置場所）などをわかりやすくするために、設置場所情報
（階数、区画）や部署名、通し番号などを入力してください。

Q4. 1 表の「冷媒の種類」の登録を間違えてしまった。修正はできるか?

A: 1 表の機器情報のみの登録または設置時追加充塡量の登録までであれば修正可能です。
設置時追加充塡量の登録は充塡回収業者（転記であれば管理者）が設置時追加充塡量の伝票を破棄して
1 表で正しい冷媒に修正します。（無料）
4 表「４．点検・整備、充塡・回収履歴」が複数ある場合には修正できません。当該のログブックを管
理者に閉鎖して頂き、正しい冷媒を登録したログブックを新規に作成する必要があります。なお、閉鎖
したログブックも、閉鎖するまでの情報は閲覧することができます。（閉鎖するまでの点検等の情報は、
閉鎖したログブックにてご確認ください。）

Q3. 2 表の「回収量」を間違えてしまった。修正はできるか?

A:4 表（点検・整備、充塡・回収履歴）にある「再発行」ボタンから伝票を再発行すれば、回収量の
修正が可能です。



点検・整備データの登録 よくある質問（FAQ）② 26

A:管理者が「点検・整備記録簿機器一覧」画面の当該機器の操作欄で「1 表最新版」から修正するか、
または充塡回収業者が点検・整備を依頼されログブックの 2 表「漏洩点検・整備、回収・充塡記録」
に点検データを登録する際に、１表「製品情報」の出荷時初期充塡量を併せて修正することもできます。

Q5. 出荷時初期充塡量を修正したい。

Q6. 設置時追加充塡量を修正したい。

A: 4 表「４．点検・整備、充塡・回収履歴」に設置時追加充塡量のみ登録されている場合は、当該伝
票を一旦「破棄」して、登録し直してください。(無料)
定期点検等のデータが登録されている場合は、以後のデータを全て「破棄」の上、作成し直す必要があ
ります。(設置時追加充塡以外の再入力データ 1 件当たり 110 円(税込)が課金されます。)
作成し直しが煩雑であれば、設置時追加充塡量はそのままとして、出荷時初期充塡量と正しい設置時追
加充塡量の合計値と同じになるように出荷時初期充塡量の数値を調整しておくことも考えられます。

Q7. 2 表（漏洩点検・整備、回収・充塡記録）に点検時の回収量等のデータを登録できない。

まず設置時追加充塡量の登録が完了しているかご確認ください。まだであれば、設置時追加充塡量の登
録をしてください。
設置時追加充塡量の登録が完了していないと以降の漏洩点検・整備時の回収量等の登録は（管理者によ
る転記、充塡回収業者による登録とも）出来ません。



整 備整 備

・管理者から委託され新規にログブック（点検・整備記録簿 ）を作成する
場合、機器管理番号を取得して機器ごとにシステムに登録します。

27



機器管理番号をキーにしてシステムに機器１台ごとに
ログブック（点検・整備記録簿）を作成します。

WG3X-5EA2-3X7T

WG3X-5EA2-3X7T

ログブックの新規作成 28



機器管理番号を取得してログブックを新規に作成することは、
管理者でも充塡回収業者でもどちらでもできます。

管理者 充塡回収業者

ログブックの新規作成 29



ログブックの新規作成を含む整備の依頼

依頼内容:ログブックを新規に作成し、整備データを登録
・機器管理番号を取得（シールの購入または自動採番）
・ログブックに初期登録をして新規に作成
・作成したログブックに整備データを入力し登録

管理者

ログブック新規作成と整備の依頼
（メール又は電話）

充塡回収業者

ログブックの新規作成 30



充塡回収業者がログブックを新規に作成する場合を説明します。
「ログブック新規作成・追加登録」ボタンをクリックして作成
します。

ログブックの新規作成 31



ログブックを新規に作成するための機器管理番号の取得には、以下の
２通りがあります。
１．シールを購入してその機器管理番号を入力する。

＊シールはJRECOのホームページからオフラインで購入します。
２．システムから新規取得（自動採番シールはなし）で入手する。
ここでは、『新規取得（自動採番）』をクリックした場合で説明します。

ログブックの新規作成（機器管理番号取得） 32



ログブックを新規に作成す
る画面が開きます。

１表と２表を入力します。
管理者情報は、初回は管理
者の事業者コード（Hで始
まる数字9桁）を利用して
入力します。2回目以降は
履歴から選択できます。

＊は入力が必須の項目です。
機器の定格出力もできるだ
け入力してください。

入力が完了したら『確認画
面へ』をクリックします。

１表

２表

初めて２表を入力する場合、点検・整備区分は
「設置時追加充塡量」しか選択できません。

次回より様々な点検・整備区分が選択できます。

ログブックの新規作成（自動採番） 33



確認画面の入力
内容を確認して
管理者へ『承諾
依頼』をします。
この時、ポイン
ト消費が行われ
ます。

ログブックの新規作成 34



新規に作成し管理者に承諾依頼をしたログブックは充塡回収業者の
機器一覧に“利用可能（承諾待ち）”の状態で登録、表示されます。
新規に作成したログブックには、この時点で機器管理番号が採番、
付与されます。

続けて当該機器の点検・整備データを入力するには機器一覧で操作
欄の『登録・修正』をクリックして、データの登録をします。

ログブックの新規作成 35



管理者への承諾依頼
充塡回収業者が『承諾依頼』をクリックして、管理者の承諾を求めるとシステムから管理
者宛に承諾依頼のメールが自動発信されます。
管理者による登録内容の確認と承諾
管理者は、メールのURLからシステムにログインしてログブックを閲覧、登録内容を確認
して２表の管理者承諾欄に記名し、確認画面から『登録』をクリックします。
承諾通知が充塡回収業者へ自動的に送られます。

管理者

ログブックの新規作成（管理者への承諾依頼と承諾） 36



・ログブックを利用していない管理者から充塡量・回収量を情報処理
センターに登録することを依頼された時に利用します。

・情報処理センターにデータを登録すると書面による充塡･回収証明書
の交付は不要です。

整 備整 備

37



充塡回収業者がログインして、メインメニユーから
充塡・回収登録申請書『申請書作成』をクリックします。

情報処理センターの利用（申請書作成） 38



充塡回収業者が
冷媒充塡・回収登録
申請書を作成します。

2表に充塡量・回収
量を入力します。

『確認画面へ』をク
リックして、入力内
容を確認します。
『承諾依頼』をク
リックして、管理者
へ承諾依頼をします。

書面で充塡・回収証
明書を交付する必要
はありません。

情報処理センターの利用（データ入力） 39



『承諾依頼』をクリックした時にポイントが消費され、一覧表に申請内容が登録されます。
同時に管理者にメールで承諾依頼が送信されます。

情報処理センターの利用（承諾依頼） 40



管理者は、メインメニューから
『登録一覧』をクリックして申
請書一覧を開きます。
一覧表の『閲覧』をクリックし
て伝票を開きます。

管理者

情報処理センターの利用（管理者のデータ閲覧） 41



管理者は、伝票の内容を
確認します。

管理者承諾欄に記名して
『確認画面へ』をクリッ
クします。

確認画面で再度確認して
『登録』をクリックして
充塡回収業者へ登録承諾
をします。

管理者

情報処理センターの利用（管理者のデータ承諾） 42



管理者が申請書の登録承諾をすると、充塡回収業者の申請書一覧
でも伝票が「承認済」となり登録が完了したことを確認出来ます。
冷媒充塡・回収登録申請書は伝票番号で管理します。
必要に応じて対象機器の情報を申請書作成時に「系統名」欄に記
入しておきましょう。

情報処理センターの利用（登録完了） 43



・ログブックには簡易点検の記録をすることもできます。
・簡易点検の履歴は、いつでも閲覧、確認できます。

整 備整 備
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メインメニューの『ログ
ブック新規作成・追加登
録』をクリックして機器
管理番号を入力するか、
または『ログブック一
覧』をクリックし、該当
する機器の操作欄『簡易
点検』をクリックして簡
易点検の入力画面を開き
ます。

＊複数簡易点検記録一括登録
の機能もあります。

簡易点検 45



簡易点検の入力画面が開き
ます。

使用機器の分類（ビル用
パッケージエアコン）に対
応した簡易点検フォーマッ
ト(ビル用パッケージエア
コン・店舗用パッケージエ
アコン）が自動的に表示さ
れます。

点検した項目にチェックを
入れるだけで登録できます。

フォーマットで「その他」
を選択して独自の点検項目
を設定することもできます。

簡易点検 46



データ入力 登録通知メール

充塡回収業者が『登録』をクリックして、簡易点検記録簿に登録します。
同時にシステムから管理者宛に登録通知のメールが自動発信されます。
管理者は、メールのURLからシステムにログインして簡易点検記録簿を閲覧、
登録内容を確認することができます。
尚、簡易点検記録についての管理者の承認は不要です。

簡易点検記録の管理者への登録通知

簡易点検（管理者への登録通知） 47

管理者



・機器を廃棄する時に使用します。
・紙（カーボン複写式）の行程管理票と同じ書式です。
・改正フロン排出抑制法に準拠しています。
・確認証明書としても利用できます。

廃 棄廃 棄

48



処理業者もシステムを利用してい
れば破壊・再生証明書も電子的に
連携が出来ます。

行程管理票のフロー

行程管理票（全体の流れ） 49



本来は廃棄者（機器所有者 ）が行程
管理票（回収依頼書:A票）を起票
しますが、ここではフロンの回収を
依頼された充塡回収業者が代行して
起票する場合について説明します。

充塡回収業者がログインしてメイン
メニューの『行程管理票作成』を
クリックします。

管理者

廃棄する機器のフロン回収依頼
（メール又は電話）

充塡回収業者

行程管理票の代行起票

行程管理票（代行起票） 50



サブ画面が開いたら『電子モード』を選択してクリックします。

もし廃棄者がシステムを利用していない場合は、『紙モード』を選択し、入力した
ら紙に印刷出力して利用します。
この場合でも入力データは電子的に記録、保存され利用することができます。
P.58を参照ください。

行程管理票（代行起票） 51



入力が終わりましたら
『確認画面へ』をクリッ
クし、確認画面で内容を
確認後『送付』をクリッ
クして廃棄者にA票の交
付を依頼します。

この欄は代行起票した
伝票を廃棄者に送付し
て入力してもらいます。

廃棄者がログブック
を利用している場合
は、廃棄する機器の
機器管理番号を入力
するか、または整備
時などに取り扱った
ことのある機器であ
れば一覧から（複数
の）機器を選択でき
ます。

廃棄者の他に委託され
た取次者があれば
『取次者に委託する』
を選択します。

フロンの回収を依頼
された廃棄者の事業
所コード（H+数字9
桁）を入力します。
2回目以降は履歴から
選択できます。

建物解体（含む修繕・
模様替え）で解体（修
繕等）ありの場合は、
P.67を参照ください。

行程管理票（代行起票） 52



確認画面で入力内容を確認
後、『送付』をクリックし
て廃棄者にA票の交付を依頼
します。
この時にポイント消費が行
われます。

行程管理票（代行起票） 53



作成した伝票は行程管理票一覧
に「承認待ちのA票」という状態
で表示されます。

廃棄者には回収依頼書（A票）の
承諾依頼のメールが自動発信さ
れます。

行程管理票（代行起票） 54



回収依頼書（A票）の承諾依頼
のメールを受領した廃棄者が、
システムにログインしてメイン
メニューの『行程管理票一覧』
をクリックして開きます。

管理者

回収依頼書の交付

行程管理票（回収依頼書の交付） 55



廃棄者は、「行程管理票一覧」から該当する伝票番号
の『表示』をクリックしてA票(回収依頼書)を開きます。

廃棄者は、A票の担当責任者の項目を入力します。
『確認画面へ』をクリックして、表示された確認画面
の『交付』をクリックすることで正式に回収依頼書が
充塡回収業者へ交付されます。

管理者

行程管理票（回収依頼書の交付） 56



充塡回収業者へシス
テムから回収依頼の
メールが自動送信さ
れます。

管理者

廃棄する機器のフロン回収依頼
回収依頼書の交付

充塡回収業者

充塡回収業者の行程管理票一覧の表示が
「充塡回収業者へ依頼済/回収作業中」
という状態に変わります。

行程管理票（回収依頼書の交付） 57



廃棄者

行程管理票は紙で
お渡しします。

行程管理票は紙での利用も可能

了解!

・システムを利用していない廃棄者には、行程管理票の「紙モード」の
機能を使って作成、印刷して紙で廃棄者に渡すことが出来ます。

・同じ廃棄者であれば2回目以降は履歴機能を使って行程管理票の起票
が簡単にできます。

・伝票の作成データは電子モードと同じように電子的に記録、保存、
利用でき報告書等にも反映されます。

システムを利用
していません。

行程管理票（紙モード） 58



・回収量を入力して引取証明書を交付します。
・回収したフロンの処理を処理業者（再生/破壊/省令４９条業者）へ依頼します。
・行程管理票から連動して処理依頼が出来ます。

59



フロンの回収量を入力します。
行程管理票一覧を表示して、該当する
伝票の『表示』をクリックするとE票が
開きます。
この伝票に入力します。

の部分をクリックして、赤字の部分をクリックして、
サブ画面を開きます。
サブ画面にフロン回収量を
入力します。

回収量の入力

行程管理票（回収量の入力） 60



フロンの回収量を入力する画面（サブ画面）が表示されます。
回収量等の入力が終わったら『確定』をクリックします。

行程管理票（回収量の入力） 61



サブ画面を閉じたらフロン類の回収量が
入力されたE票が表示されます。

他の必要項目を入力して『確認画面へ』
をクリックします。

確認画面で入力された内容を再度確認し
て『交付』をクリックします。

これにより引取証明書（E票）が廃棄者
に交付されます。

行程管理票（回収量の入力） 62



回収したフロンの処理の依頼
をするには、行程管理票一覧
で該当する伝票の『表示』を
クリックしてF票を開きます。

開いたＦ票の「回収フロン処
理証明書（処理の記録）」欄
に回収容器番号と処理区分を
入力します。

回収したフロンの処理の依頼

行程管理票（処理の依頼） 63



処理区分で『再生』（『破壊』）
を選択すると再生（破壊）業者の
名称などを入力する欄が表示され
ます。
履歴や事業所コードなどから業者
を選択、入力します。

＊再生（破壊）業者がシステムを利用し
ていないため、名称等が入力できない
場合は、P.66を参照ください。

行程管理票（処理の依頼） 64



入力後「確認画面」に進み、
内容を確認したら『完了』を
クリックして処理の依頼をし
ます。

行程管理票（処理の依頼） 65



処理業者がシステムを利用していない場合は、
業者名称など空白のまま引渡年月日だけを入力
して『確認画面へ』をクリックします。
表示された「確認画面」で、そのまま『完了』
をクリックして終了となります。

処理業者への処理の依頼は、システムではでき
ませんので書面やメール、電話等で行います。

行程管理票（処理の依頼） 66



解体工事を伴う機器の廃棄時に行
程管理票を代行起票する場合は、

①システムを利用した「事前確認
結果説明書」（電子モード）の伝
票番号(K+数字8桁）を廃棄者に
確認して入力するか、

②システムを利用しない書面での
事前確認結果説明書については、
その関連情報を「備考欄」に入力
します。

解体工事を伴う機器の廃棄

行程管理票（解体工事ありの場合） 67



フロン回収済みの廃棄機器を自社
で引取る場合や、引取った機器を
さらに産業廃棄物処理業者などの
機器引取業者に引渡す場合は、
『引取証明書の写し交付先作成』
をクリックして、関連する行程管
理票の伝票番号を入力します。

E票（写）が開きますので画面最
下段の「第一種特定製品引取等実
施者」に必要事項を入力してE票
（写）を交付します。

フロン回収済み機器の引渡

行程管理票E票写しの交付（機器引取業者向け） 68



行程管理票:廃棄した機器に関する書面の一括縦覧

廃棄者も行程管理票（A票～F票）
と行程管理処理票（Z票）などの
関連書類が電子的に保存・閲覧で
きます。

行程管理票（一括縦覧） 69



行程管理票作成 よくある質問（FAQ） 70

A:整備時回収に際して充塡回収業者がログブックから作成した行程管理票は、再発行の機
能がありません。整備時に回収処理したフロンについては行程管理票が無くてもデータが
残っており、履歴が見れますので、法的には問題はありません。
どうしてもRaMSに記録を残したいのであれば、行程管理票（機器整備/修理）のA票から起
票し直し、再生（または破壊）証明書（Z票）まで作成する必要があります。
その場合、整備・修理した機器の機器管理番号をコメント欄に記載しておくとよいでしょう。
（A票の起票に110円、再生（または破壊）証明書の発行にも110円がかかります。）

Q1. 整備時に作成した行程管理票を破棄してしまった。復活させることはできるか？

Q2. 再生業者、破壊業者、省令49条業者がRaMSに登録されていない場合、どうすればよい
か?

A:再生業者、破壊業者、省令49条業者がRaMSに登録していない場合は、行程管理票一覧
の状態表示が「引取証明書交付済/処理業者へ渡す前」または「F票まで完了:処理票なし」
と表示されます。この状態で記録・保存上も法的に問題はありません。
再生証明書、破壊証明書は充塡回収業者から書面で回付されることになります。



行程管理票作成 よくある質問（FAQ） 71

A:引取証明書（E 票）が発行され、行程管理票一覧に「再発行」のボタンが表示された伝
票のみ修正できます。引取証明書（E 票）を再発行する際、改めて税抜 100 円が課金されま
す。詳細については、下記の取扱説明書 5-2 をご参照ください。なお、修正する際は事前に
関係者に別途ご連絡ください。

・取扱説明書 : 5-2 引取証明書が発行された E 票を充塡回収業者が再発行する場合

Q3.電子行程管理票で、回収量を間違えて入力してしまった。修正はできますか?

Q4. 電子行程管理票で、回収したフロン類の処理区分を間違えて入力した、または引渡先の
処理業者を変更したい。修正はできますか?

A:引取証明書（写）（F 票）が発行され、行程管理票一覧に「再発行」のボタンが表示され
た伝票のみ修正できます。F 票を再発行する際、引取証明書（E 票）から再発行を行って頂
く必要があります。E 票の再発行後にF 票の修正が行えます。なお、E 票の再発行時に改め
て税抜 100 円が課金されます。なお、修正する際は事前に関係者に別途ご連絡ください。



１．都道府県報告書作成
２．登録情報の変更・編集
３．利用料金と利用ポイント
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メインメニューの『報告書
作成・閲覧』をクリックし
ます。
表示された画面で対象年、
出力方式などを選択して
『作成』をクリックします。

都道府県報告書の作成 74



都道府県報告書の作成 75



・担当者が変更になった場合など、ID、パスワードを含めメール
アドレス等の事業所登録データの変更がいつでも出来ます。

・事業者にシステムから付与された事業者コードは変更できません。
・業務を行う都道府県を追加して登録することができます。

76



メインメニューの『ログイン者登録
情報一覧』をクリックして編集画面
を開きます。

編集画面に表示されている項目は事業者コード
を除いてログインID、パスワードを含めいつで
も何度でも変更できます。

登録情報の変更・編集 77



充塡・回収を行う都道府県の追加登録

他の都道府県で第一種冷媒フロン類充塡回収業者
として登録してあり、複数の都道府県で充塡・回
収を行う場合には、それらの都道府県を『他都道
府県追加登録』をクリックして追加登録します。

登録情報の変更・編集（都道府県追加登録） 78



充塡・回収のデータを入力したり、都道府県報告書を作成するためには
業務を行う都道府県を追加登録しておくことが必要です。

実際に第一種冷媒フロン類充塡回収業者登録をしている都道府県をシス
テムに追加登録します。

登録情報の変更・編集（都道府県追加登録） 79



・システム利用者としての事業者（事業所・統括部署）登録は無料。
・データの閲覧・出力（印刷）は無料。

80



・ 事業所登録ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・ ログブック新規作成（機器初期登録料・シール無）ーーーーーーーー
・ ログブック新規作成（機器初期登録料・シール有）ーーーーーーーー
・ ログブックへの点検・整備データ登録（充塡回収業者）ー ーーーーー
・ ログブックへの点検・整備書面データの転記（管理者）ーーーーーー
・ ログブックの更新料（クラウド利用更新料）ーーーーーーーーーーー
・ ログブックへの簡易点検データ登録ーーーーーーーーーーーーーーー
・ ログブックの閲覧・出力ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・ 行程管理票作成（起票者）ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・ RaMS-exでの出力（管理者）ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・ 算定漏えい量報告書の出力（管理者）ーーーーーーーーーーーーーー
・ 都道府県への報告書の出力（充塡回収業者）ーーーーーーーーー
・ 建物解体時事前確認結果説明書の交付（解体元請業者）ーーーーーー
・ 機器引取業者あて引取証明書の写し交付ーーーーーーーーーーーーー

無料、年会費なし
500円/台（税抜）
600円/台（税抜）
100円/件（税抜）
100円/件（税抜）
100円/台・年（税抜）
無料
無料
100円/件（税抜）
無料
無料
無料
無料
無料

利用料金 81



『ポイント履歴（利用実績）』
をクリックすると、ポイント
履歴（利用実績）の明細が表示
されます。

利用ポイントと履歴
利用ポイント 82

Ａ．預け金方式では利用可能な
ポイント残高が表示されます。

Ｂ.Ｃ. 請求書方式では当月利用実績
ポイントが表示されます。



JRECO冷媒管理システム RaMS（ラムズ）のお問合せ先
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
電話：03-5733-5311 E-mail：contact@jreco.or.jp
〒105-0011東京都港区芝公園3-5-8機械振興会館406-2 

RaMS導入により・・・

１．利用は簡単、管理は安心・確実!法令遵守!
２．クラウドシステムでの効率的運用でコストセーブ!
３．DX、データ活用でフロン排出抑制・環境に貢献!
４. お客様の満足度もアップ!
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